








委任契約書（条項） 

 

依頼者を甲、受任弁護士らを乙として、次のとおり委任契約の条項を定める。 

 

第１条（事件等の表示と受任の範囲） 

 甲は乙に対し下記事件（以下「本件事件」という。）の処理を委任し、乙はこ

れを受任した。 

① 事件件の表示 

事件名：株式会社ベネッセコーポレーションに対する個人情報漏えいに関す

る損害賠償請求事件 

相手方：株式会社ベネッセコーポレーション 外 

② 受任範囲 

：訴訟代理（一審，控訴審，上告審） 

漏えいした個人情報の流出先の確認・削除請求等の交渉 

③ 請求額 

 未成年者：金 100,000 円（損害賠償金 90,000 円+弁護士費用金 10,000 円） 

 成人：金 50,000 円（損害賠償金 45,000円+弁護士費用金 5,000円） 

 上記は状況に応じて金額の内訳の変更、提訴前の請求額の減額あるいは提訴

後の請求額の拡張を行うことがある。（この２行は 2014年 12月 30日午前 1時 46分訂正） 

 

第２条（弁護士報酬，実費・預り金） 

 甲及び乙は、本件事件等に関する弁護士報酬及び訴訟の実費につき、以下のと

おり合意した。 

報酬金：判決で認められた弁護士費用を消費税込みの報酬として受領する。 

和解の場合には、裁判所の勧告・意見あるいは和解調書の記載等により

弁護士費用として認められた金額を消費税込みの報酬として受領する。 

  実 費：勝訴あるいは和解により回収した金員より精算するものとし、敗訴し

た場合には依頼者に請求しないものとする。 

 報酬金・実費の支払時期は，本件事件の処理が終了したときとする。 

 

第３条（事件処理の中止等） 

１．甲が弁護士報酬又は実費等の支払を遅滞したときは、乙は本件事件の処理

に着手せず、又はその処理を中止することができる。 

２．前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。 

 

第４条（乙の辞任等） 

  １．以下の場合，乙は，甲の承諾を得ずに辞任することができる。 

   ①甲の住居が不明となった場合。 

   ②乙からの再三の連絡にもかかわらず，２週間以上連絡が取れなくなった場



合。 

   ③甲が独断で示談もしくは和解をした場合。 

   ④その他信頼関係が損なわれたと乙が判断した場合。 

  ２．前項の場合には，乙は，すみやかに甲にその旨を通知しなければならない。

ただし，住居不明等連絡が取れない場合はこの限りではない。 

 

第５条（弁護士報酬の相殺等） 

１．甲が弁護士報酬又は実費等を支払わないときは、乙は甲に対する金銭債務

と相殺し、又は本件事件に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さ

ないことができる。 

２．前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。 

 

第６条（中途解約の場合の弁護士報酬の処理） 

 本委任契約にもとづく事件等の処理が、解任、辞任又は継続不能により中途で

終了したときは、乙の処理の程度に応じて清算を行うこととし、処理の程度につ

いての甲及び乙の協議結果にもとづき、弁護士報酬の全部もしくは一部の返還又

は支払を行うものとする。 

 

以 上 

 




